
環境との調和のイメージ�

負荷や影響の回避、低減�

A

B

C

失われた環境の回復�
良好な環境の形成�

老朽化して再整備が必要�

Ａ→Ｃ�
良好な環境が保たれている箇所に、�
施設を新設する場合等�

Ｂ→Ｃ�
環境に一定の負荷がかかって�
いる箇所で、施設を更新する�
場合等�環境�

A：事業実施前�

B：再整備前�

農業生産性�

●各種農業農村整備事業の実施に際しては、農業生産性の向上等の目的を達成しつつ、農村の二次的
　自然や景観等への負荷や影響を回避し、低減することが必要です。また、状況に応じこれまで失わ
　れた環境を回復し、さらには良好な環境の形成に留意することも必要です。�

農業農村整備事業は環境との調和に�
取組みます�

1.　農業農村整備事業における環境との調和への配慮とは�

農村地域の豊かな自然環境を保全・回復するよう、農業農村整備事業は、環境との調和�
に配慮して行います。�

農業生産性の向上等の目的を達成しつつ、可能な限り環境への負荷や影響を回避・低減するとともに、�
良好な環境を形成することが必要です。�

●手引きP28「４.1.1「環境と調和への配慮」の内容」参照�

影
響
を
で
き
る�

限
り
小
さ
く�

C
‥
事
業
実
施
後�

Ⅱ�
4.　農道の特徴�

●手引き（第2編）Ｐ59～60「1.２.1環境面から見た農道の特徴」参照�

農道は動物の移動経路を分断するなど、生物の生息・生育に影響を与える反面、開発等により分断さ
れたビオトープを連絡させる生態学的回廊（エコロジカルコリドー）としての役割を発揮している面も
あります。�

農道が生物の生息・生育環境に与える影響�

地形の改変�
法面を含む用地全体の地形改変による生息域への影響�

工事中の騒音・振動�
工事により発生する騒音・振動・濁水等による影響�

車両の通行�
車両通行によるロードキルや自動車の照明等による影響�

環境の変化�
農道の整備による生息・生育環境の変化�

農道の整備を行うことにより、農道に沿って斜面の緑化や並木などの線状の緑地が創出されます。こ
の緑地は、生物の生息場所（ビオトープ）をつなぐエコロジカルコリドーとしての役割を果たす場合
もあります。�

エコロジカルコリドー�

生育・生息地�
生育・生息地�

エコロジカルコリドー�

全国の農道の総延長距離は約18万3千km�
農道は、その機能や配置により、産地と遠方の集荷場等を結ぶ広域農道などの基幹的な農道から、耕作
道などのほ場内農道、集落の中を結ぶ集落道までいろいろなタイプがあります。�

生物の生息域を横断する農道�

農道の工事状況�
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環境との調和への配慮を行う仕組み�

写真：配慮対策実施箇所�

写真：モニタリング対象種�

地域住民・有識者等の参加や、関係行政機関との�
連携�

マスタープランの策定�

調査、計画の策定�

事業実施�

維持管理�

地域住民の参加�

環境配慮の対策が想定通りの効果を発揮しているか�
どうか、定期的、継続的にモニタリングを実施�

モニタリング�

意見提出�

マスター�
プラン案�
の提示�

●事業実施に際し、市町村で作成されている田園環境整備マスタープランに基づき、農家を含む地域
　住民の意向や有識者等の助言及び環境情報協議会での意見交換をふまえ、調査、計画の段階から環
　境配慮を行います。また、事業実施や維持管理の段階において環境への影響や環境保全対策の効果
　についてモニタリングを行うことが有効な手段と考えられます。�

2.　実効性のある環境との調和への配慮を行う仕組み�
環境との調和への配慮をより実効性のあるものにするためには、調査・計画・設計の各段階において、�
配慮することが必要です。�

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施�

情報提供�

意見交換�

●環境との調和に配慮した事業を効果的に実施するためには、個々の事業地区が独立して対策を講じ
　るのではなく、地域全体の基本的な方針を定めた田園環境整備マスタープランを地域自らが作成し、
　各事業地区の対策を連携させることが重要です。�
●新たな環境情報等をふまえて、マスタープランを絶えず見直すことが必要です。�

●自然との共生の持続性が将来にわたって確保された事業計画を作成するとともに、客観性・透明性
　を確保するため、各農政局等に設置されている「環境に係る情報協議会」で調査・計画に関する意
　見交換を行うことが必要です。　�

●手引きP9「２.２田園環境整備マスタープラン」参照�

●手引きP10「２.３環境に係る情報協議会」参照�

調査・計画に関�
する意見交換�

田園環境整備マスタープランの作成�

環境に係る情報協議会での意見交換�

農道の法面緑化と小動物の�
移動経路の確保�

生態系に配慮した護岸�
「メダカの泳ぐ水路」�

石積み水路によるうるおい�
のある居住環境の創出�
�

高速道路�

道路�

道路�

農道�

農道�

農道�

水路�

水路�

水路�

河川�

河川�

河川�

市街地�

集落排水処理施設整備と�
資源リサイクル施設整備�

貴重な植物が生息する�
湧水池の保全�

棚田の保全�

※田園環境整備マスタープラン対象地域（農業振興地域及び生態系の連続性や農道・
　水路等の施設の一体性・連続性を考慮して対象とすべき農業振興地域以外の地域）�

高速道路�

凡例�

学識経験者�
地域住民代表�
農業関係者　　　　等�

環境に係る情報協議会�
行　　　政�
土地改良区�
受　益　者　　等�

環境創造区域：山間部との境界線、河川や水路沿い、農村集落周�
　　　　　　　辺等、事業を実施する際に環境の創造を積極的に�
　　　　　　　図る区域�

環境配慮区域：環境創造区域以外の区域�

既存の緑（山間部・河川堤防）�
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3.　環境との調和に配慮する考え方�

農業農村整備事業における環境との調和への配慮は、ミティゲーション5原則（環境配慮の5原則）に基づき行い�
ます。� ●手引き参考資料P21「４.米国国家環境政策法（NEPA）における環境配慮の考え方」参照�

護岸工事を実施しないため池�

自然材料を用いたため池護岸�

工事前に一時的に移植していた植物を復元�

イバラトミヨの保全池を創設�

落差工改修の際に、上下流の連続性確保�

回避(avoidance)�
行為の全体又は一部を実
行しないことにより、影
響を回避すること�

最小化(minimization)�
行為の実施の程度又は規
模を制限することにより、
影響を最小とすること�

修正(rectification)�
影響を受けた環境そのも
のを修復、復興又は回復
することにより、影響を
修正すること�

影響の軽減／除去�
(reduction/elimination)�
行為期間中、環境を保護
及び維持することにより、
時間を経て生じる影響を
軽減又は除去すること�

代償(compensation)�
代償の資源又は環境を置
換又は供給することによ
り、影響を代償すること�

（水路）�

（水路）�

（水路）�

（水路）�

●手引きP35「４.２.３水域及び緑のネットワークの確保（ネットワークの原則）」参照�

●生物種や生態系の保全のためには、生息域のネットワークを適切な形で確保することが必要です。�
●生物種や生態系の保全のためには、国際自然保護連合（IUCN）が提唱している「生物生息空間の形
　態・配置の6つの原則」である「広大化」「団地化」「集合化」「等間隔化」「連結化」「円形化」
　を考慮して、環境要素のネットワーク化を図ることが重要です。�

生物生息空間は、なるべく広い方が良い�
タカ、フクロウやキツネ等高次消費者が生活できる広さが一つの目安です。�
生物の多様性に富み、安定性が増し、種の絶滅率が低くなります。�

優(better)　劣(worse) 生物生息空間の形態・配置の原則�

広
大
化�

同面積ならば、分割された状態よりも一つの方が良い�
多くの種は一塊の広い地域であって初めて高い生存率を維持できるため、�
生息空間が幾つかの小面積に分割されると、生存率が低くなります。�

団
地
化�

分割する場合には、分散させない方が良い�
生物空間が接近することで、一つの生物空間で種が絶滅しても近くの生物�
空間からの種の供給が容易になります。�

集
合
化�

線上に集合させるより、等間隔に集合させた方が良い�
等間隔に配置されることで、どの生物空間も、他の生物空間との間での種�
の良好な交流が確保されます。線上の配置は、両端に位置する生物空間の�
距離が長く、種の交流を難しくしてしまいます。�

等
間
隔
化�

不連続な生物空間は、生態学的回廊で繋げた方が良い�
生態学的回廊（エコロジカルコリドー）の存在により、生物の移動が飛躍�
的に容易になります。�

連
結
化�

生物空間の形態は、できる限り丸い方が良い�
生物空間内における分散距離が小さくなります。外周の長さも短くなり、�
外部からの干渉が少なくて済みます。�

円
形
化�

　高次消費者が生息可能な良質な

生物空間をより広い面積で、より円

形に近い形で塊として確保し、そ

れらを生態学的回廊で相互に繋ぐ

ことが、最も効率的な生物の生息

空間の形態及び配置の仕方です。�

生物の生息空間としてのネットワークの確保�

　　　生息環境の路線通過を避ける�
　　（道路・水路）�

　　　生息環境の中でも特に重要な�
　　　部分の路線通過は避ける�
　　（道路・水路）�

　　　何らかの方法により移動経路�
　　　を確保（道路）�

　　　動植物を一時的に移植して�
　　　工事を実施（道路・水路）�

　　　従前の生息環境と同等の環境�
　　　を確保（道路・水路）�

ミティゲーション5原則（環境配慮の5原則）�
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